
     

 

 

 
    

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おはようの先に まっている わたしたちの シアワセ 

 

 

2026年 

1月 

新年あけまして 

おめでとうございます 

皆様のご協力に感謝申し上げるとともに、今年もご指導とお力

添えをいただけますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

クリスマス会を楽しみました！ 

 
 

児童福祉部会 

と き 令和８年１月 24日(土) 

    午後１時 30分～４時 30分（予定） 

ところ ゆめホール知床 公民館ホール 

    研修会終了後、藤苑にて交流会を予定 

連合会事務局 年末年始のお休み 

 令和７年 12月 27日(土)～ 

 令和８年１月５日(月)まで 

令和７年度自治会長・総務部長研修会の告知 

 

お知らせ 

 12 月７日、斜里中学校体育館でクリスマス会を開催しました。インフルエンザ流行で開催が心配

されましたが、子ども 61 名を含む 99 名が参加しました。ツリーの飾りつけの後、幼児と小学生に

分かれてレクリエーションを楽しみ、全員で後片付けも行いました。最後はケーキやおやつ、ジュ

ースのプレゼントに笑顔が広がり楽しい会となりました。役員の皆さん、ありがとうございました。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

斜里町自治会連合会事務局（８時 45 分～１６時） 不在日：土・日・月・祝日 

〒099-4192 斜里町本町１２番地 斜里町役場内 ☎0152-26-8312 (住民活動係直通) 

 

 12 月７日に港西町自治会 79 世帯を対象に防犯強化と地域安全活動の啓発を目的に実施しま

した。警察署員 1 名、防犯部会役員９名の総勢 10 名で４班に分かれて巡回し、啓発グッズを

手渡しながら防犯を訴えました。より良い一年にするためにも振り込め詐欺などの特殊詐欺に

は十分に気を付けましょう。役員のみなさま、ありがとうございました。 

 

 花いっぱい運動  ✿ 自治会花壇紹介 ✿     環境衛生部会 

光陽南自治会 文光町第 1自治会 

防犯部会 港西町自治会で歳末防犯啓発活動

を 

中斜里自治会 山内町長車座ミーティング開催 

 11 月 25 日、中斜里公民館で山内町長の車座ミ

ーティングを開催しました。冒頭の挨拶に続き、

参加者からは、中斜里公民館が避難所となる際の

非常用発電機設置、公共交通の利便性向上、医療

体制や病院改修、ごみ処理施設、イナダ川排水問

題、JR釧網本線や温浴施設、高齢者向けタクシー

助成の高校性への適用など、多岐にわたる意見が

寄せられました。地域住民の皆さんとともに、よ

り良いまちづくりの今後に期待が高まりました。 
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慣れた雪かき 
危険がいっぱい 

「急」のつく運転操作は危険 



クリック！斜里警察署ホームページへのアクセスは… キーワード 斜里警察署 検 索

斜里地区防犯協会連合会
斜 里 警 察 署

電話 ２３－０１１０

刑法犯発生状況
（令和７年11月末現在）

凶悪犯 ０件
粗暴犯 １２件
窃盗犯 １５件
知能犯 ２件
風俗犯 ２件
その他 １０件

斜里町内の

交通事故発生状況

（令和７年11月末現在）

物件事故 ３０２件

人身事故 ３件



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 月１日（月）から 12 月５日（金）に 4 泊 5 日の見学旅行が行われました。初めての海外という生徒

も多く、楽しみながらも異国の文化や人に接することで視野を広げることができました。そんな旅行の一部始

終をお見せします！ 

 

 初日は移動日でした。バスと飛行機を乗り継いで

台北市に向かいました。早朝の出発にも関わらず、元

気いっぱいに旅立っていきました。 

 

 徴兵交代式の見学やパイナップルケーキ作り体験

など、台湾の文化に触れ、見識を深めました。仇分に

も足を運ぶなど充実した１日でした。 

 

  

 

 

 

 

 自主研修が行われました。各班で事前に立てた計

画を元に行動し、自主性や行動力を養いました。 

 

 

台北市立大理高級中学校との学校交流が行われまし

た。文化交流をする場面では、日本の昔遊びである

「あやとり」と「折り紙」を紹介しました。 

 

 

 

 

 

 

 飛行機とバスを乗り継いで斜里高校に戻りました。 

長旅お疲れ様でした！ 

 

 

 

 

 

 

里 斜 
北 海 道 

高 
校 学 等 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道斜里高等学校 学校だより第７号 令和８年１月５日発行 
〒099-4116 北海道斜里郡斜里町文光町 5 番地 1  TEL 0152-23-2145  FAX 0152-23-2146 

公式ウェブサイト http://www.shari.hokkaido-c.ed.jp 

 公式ＨＰ    Facebook     Instagram 

 11 月 13 日（木）にトークフォークダンスが行われま

した。高校生のコミュニケーション能力の向上に加え、多

様な人と対話することの楽しさを体感してもらうため

に、毎年行っている教育活動です。今年度も１年次を対象

に行われ、地域の方々に生徒と１対１で仕事の意義につ

いて語っていただきました。生徒達は地域の方との交流

を楽しみつつも、真剣なまなざしで取り組んでいました。

これから進路について考えていく１年次にとっては大き

な刺激となりました。 

 お忙しい中、御協力いただいた地域の皆様、本当にあり

がとうございました。 

 

 11 月 25 日（火）斜里町役場で高校生模擬議会が行

われました。本校の３年次６名が１日限りの議員として

議会に出席し、町長に意見をお伝えしました。公園の活

性化や温浴施設の開設など、高校生ならではの視点で、

「斜里町をよくするために」どうしたらよいか真剣に考

えていました。生徒は緊張した面持ちでしたが、斜里町

に対する思いを熱く語っていました。 

 

12 月 10 日（水）にスーツ着こなしセミナーが行われ

ました。春から社会人の仲間入りをする３年次生には必

需品となるスーツや礼服について学びました。洋服の青

山網走店店長の須藤様にお越しいただき、TPO に応じた

服装の選び方や着用時のマナー、お手入れの方法など、

様々な視点からレクチャーしていただきました。いよい

よ社会人として一歩を踏み出す３年次生の皆さん、準備

を怠らず最高の新生活をスタートできるよう、頑張って

いきましょう！ 

 

 毎年、３年次の観光応用の授業で「FileMaker」を活用

したアプリ制作を行っています。今回は斜里町に訪れた

観光客に知床の動物を知ってもらうことを目的とした

「どうぶつずかん」を制作し、FileMaker 選手権 2025

で学生部門の最高賞である「Golden App 賞」を受賞し

ました。12 月に発売の Mac fan という雑誌に生徒のイ

ンタビュー内容が掲載されますので、ぜひ御覧下さい！ 

 



 

出し手 

（所有者）  

農業公社 

（農地バンク）  

受け手 

（耕作者）  

出し手 

（所有者）  

農業公社 

（農地バンク）  

受け手 

（耕作者）  

出し手 

（所有者）  

農業公社 

（農地バンク）  

受け手 

（耕作者）  

 

あけましておめでとうございます。謹んで新春のごあいさつを申し上げます。 

また、平素より農業委員会活動に対し特段のご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

昨年の農業を振り返りますと、町内では記録的な猛暑に見舞われるとともに少雨となり、農作物にとっては大変過

酷な年となりました。さらに、物価の上昇、肥料や燃料、飼料などの高騰が続き、農業者にとっても非常に厳しい状況

が続いています。 

農業を取り巻く情勢では、令和８年度から「畑作物の直接支払い交付金」単価が改正されますが、コスト高を反映し

た算定方法の見直しがあり、従来よりも引き下げ幅の圧縮が図られるものの、農業者の生産意欲を損なわない水準と

するよう、所得確保に向けた政策の拡充・強化が求められます。引き続き今後の国の動向を注視していく必要が 

あります。また、令和７年４月より、農地の権利移動の仕組みが変更され、北海道農業公社を通じた農地中間管理

事業が農地の権利移動の主な方法となり、運用が開始されています。 

全国的に抱えている労働力不足や担い手の高齢化など、町内の農業現場においても課

題が依然として山積しています。次の世代を担う後継者が安心して農業経営できるよう農業

委員会活動を進めてまいりますので、引き続き、ご支援とご協力をお願い申し上げます。 

結びに、本年もまた皆様方のご健康とご多幸、そして豊穣の年でありますようご祈念申し

上げまして、年頭のご挨拶といたします。 

斜里町農業委員会 会長 島 田  秀 一  

 

 

 

農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、令和７年４月（地域計画策定後）から農地の所有権移

転・利用権の設定（賃借等）は、原則として北海道農業公社を経由した農地中間管理機構（農地バ

ンク）による手続きとなりました。  

【権利移動のイメージ】 

●賃貸借（農地中間管理事業） 

 

 

 

※当面、賃貸借の手数料は無料ですが、期間は北海道農業公社が決定します 

●売買（則売タイプ・貸付タイプ） 

〇即売タイプ 

 

 

 

※即売りタイプは、受け手へ農地中間管理機構から賃貸することなく即売渡しする形式です 

〇貸付タイプ 

 

 

 

 

売買における手数料は、「即売タイプ」では「出し手」が農地価格の 2％、「受け手」が農地価

格の 1％になります。「貸付タイプ」では「出し手」が農地価格の 2％、「受け手」の手数料はあ

りませんが、貸付料としての農地価格の 1％を貸付期間中は毎年支払う必要があります。 

※これまで農地保有合理化事業であった、受け手の貸付料の一部を返金する制度はなくなっ

ています。 

農地の売買・賃借を行う前に、必ず農業委員会にご相談ください！ 

斜里町農業委員会 電話：０１５２－２６－８３７３（ダイヤルイン） 

 

  

 

発行日 令和８年１月１日  

第２２号 
発 行 斜里町農業委員会 

斜里町農業委員会だより  

令和７年４月から農地の売買・賃借の仕組みが変わりました 

借入 貸付 

買入 売渡 

買入 貸付後売渡 
（5 年または 10 年） 



 

 

 

農地を住宅・農業用施設の建設等、農地以外の用途に利用する場合

は、原則農地転用許可が必要ですので、転用を計画する場合は事前に農

業委員会へご相談ください。許可を受けないで転用したり、許可を受けたと

おりに転用しなかった場合は『原状回復命令』など罰則規定があります。 

また、現況が農地ではなくても、斜里町農業振興地域整備計画におい

て農地として位置付けられている場所（農用地区域）で開発行為（建築物

の建設・土砂採取・植林・土地の形状変更等）を行う場合には、事前に許

可を受ける必要があります。都市計画法の用途地域以外の場所で開発行

為を行う場合は、事前に農業委員会事務局までご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント１ 農業者なら誰でも入れる「終身年金」 

●加入資格は３つだけ！農地の権利名義は不要 

①年間 60 日以上農業に従事 ②65 歳未満 ③国民年金第 1 号保険者（諸要件あり） 

●保険料の設定は自由、加入・脱退も自由 

 月額 2 万円から 6 万 7 千円の間で、千円単位で自由に決められいつでも見直しが可能。 

●「終身」で年金を受給でき、万が一の場合は死亡一時金も 

終身年金のため一生涯、年金を受け取ることが出来ます。また、万が一 80 歳前に死亡 

した場合は 80 歳までに受け取れるはずだった農業者老齢年金金額の死亡時の現在 

価値相当額をご遺族に死亡一時金としてお支払いします。※死亡一時金は非課税 

ポイント２ 一定の要件を満たす方には、保険料の国庫補助 

 ●認定農業者かつ青色申告の方など、一定の要件を満たす方には、保険料の政策支援があります。 

 ●保険料の国庫補助分は、将来経営継承をする等の一定の要件を満たせば、将来特例付加年金として受

給することが出来ます。 

ポイント３ 税制面で大きな優遇措置 

 ●保険料は全額社会保険料控除 

 本人だけではなく、さらに同一生計の家族分の保険料を支払っている場合、家族分も含めて控除対象に

なります。 

●保険料の運用益が非課税 

●将来年金として受け取る際も控除の対象 

  税制上、公的年金等の対象となります。 

 

【農業者年金の加入・相談先】 

○ＪＡしれとこ斜里 管理部総務課   （電話：０１５２-２３-３１５１）   

○斜里町農業委員会 事務局       （電話：０１５２-２６-８３７３） 

 

 

 

購読の申し込みは 

農業委員会事務局まで 

〈内容に関するお問い合わせ〉 

斜里町農業委員会 事務局 （電話：0152-26-8373） 

 

 

 

 

 

 

農地の転用には許可が必要です！〈罰則の適用もあり〉 

 

 

農業者なら誰でも入れる「農業者年金」で豊かな老後を 

 

 

 

年 金 額  
シュミレーシ
ョ ン サ イ ト  

住宅や倉庫 

太陽光も対象！ 

営農・生活に役立つ農業総合専門誌 

 ― 全国農業新聞購読しませんか ― 
 

発行日／毎週金曜日 

購読料／新聞本誌＝月額７００円（税込） ※郵送配達 

電子新聞＝月額５００円（税込） 
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